
【都市再生特別措置法】

【都市再生特別措置法】

※ 商工会議所、社会福祉協議会等の様々な者を、
地域の実情に応じ追加することが可能

［予算］官民連携によるまちづくり計画の策定等を支援

・市町村都市再生協議会*の構成員として、官民の多様な関係者を追加することを可能に*
（まちづくりの主体である市町村等が、地域の実情に応じ、どのような者を構成員として追加するかを判断）
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＊都市再生推進法人：NPO、まちづくり会社等の地域における
まちづくり活動を行う法人（市町村が指定）

・駐車場の出入
口の設置を制
限（メインスト
リート側ではなく
裏道側に駐車
場の出入口を
設置）

・イベント実施時などに都市再生推進法人が
道路・公園の占用手続を一括して対応

計画に基づく「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出

民官
街路等の公共空間の改変 オープンスペースの提供・利活用

民間
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建物低層部
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［予算］交付金等による支援

・市町村等によ
る歩行者滞
在空間の創
出（街路の
広場化等）

・民間事業者が
公園管理者と
締結する協定
に基づき、公園
内にカフェ・売
店等を設置

［金融］低利貸付による支援

・民間事業者による
民地部分のオープン
スペース化（①）
や建物低層部のガ
ラス張り化等
（②）

［税制］固定資産税の軽減

［予算］補助金による支援

１

２

＊市町村都市再生協議会：都市再生整備計画（市町村が作成するまちづくりのための計画）
の策定・実施等に関し必要な協議を行う場

・都市再生推進法人*がまちづくり活動の一環とし
てベンチの設置、植栽等を実施

・都市再生整備計画に基づく「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり
のための取組を、法律・予算・税制等のパッケージにより支援

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに向けた計画の策定・共有

・市町村が都市再生整備計画を策定し、官民一体で行う「居心地が良く歩きたくな
る」まちなかづくりのための取組を位置づけ

都市再生整備計画
の策定（市町村）

都市再生機構

密接な関係を
有する者 ※
密接な関係を
有する者 ※

①：協議会を組織できる者
②：①の者が必要があると認める場合に、協議会構成員に追加することができる者

（下線：新たに明記）

＊協議会構成員に追加することができる者として、公共交通事業者、公共施設管理者、公安委員会
その他まちづくり計画に密接な関係を有する者を明記

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出による「魅力的なまちづくり」
【都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（R2.６.１０公布、R2.9.7施行）】
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

滞在快適性等向上区域

滞在快適性等向上区域において取り組む事業のイメージ

○ 都市再生整備計画において、都市再生整備計画区域内に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す
区域として設定。
○ 「滞在快適性等向上区域」内の取組に対し、法律・予算・税制等のパッケージで支援。
○ 区域の設定は、地域の実情に応じて設定可能（※歩ける範囲のエリア（概ね1km程度以内の区域を想定））
※都市再生整備計画は市町村が策定。都市再生推進法人等は都市再生整備計画の提案が可能。

都市再生特別措置法第４６条第２項第５号、第３項第２号

一体型滞在快適性等向上事業
官による車道の一部広場化等と一体的に行う、

民による沿道店舗のガラス張り化、オープンテラス化等

⇒官民一体で居心地が良く歩きたくなる
空間を整備

１階
（店舗やオフィス等）
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（店舗やオフィス等）
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駐車場の出入口規制の導入等

⇒安全・快適で
歩きやすいまちなか形成

協定に基づく民間による
カフェ・売店等の設置特例等

⇒まちづくりの担い手による公園整備
による魅力的な交流・滞在空間創出

都市再生推進法人が道路・公園の
占用等の手続を一括して対応

⇒公共空間におけるにぎわいイベント
などまちづくり活動の活発化

都市再生推進法人による交流・滞在
空間の充実化に対する金融支援

⇒広場にベンチ設置や植栽を行うなど
交流・滞在空間を充実化

普通財産の活用

⇒市の所有する空き地や建物など
をまちづくり活動に有効活用

都市公園に看板等を設置
⇒地域イベント等の情報発信環境
の整備と収益向上による一体型滞
在快適性等向上事業の実施促進



【税制】 ウォーカブル推進税制



【予算】まちなかウォーカブル推進事業の創設（都市再生整備計画事業の拡充）


